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I Ni t

;jiポu先lニ火典血による災瀬の防止.キ7に付火の製

冶消iUlどのような多.'ul.ft少EtのE.(抄 こir.lGJLf)につき

まとうtkJt多枝色まr:ほだこ勧化の脱着f_幼 {TL=つ い

て,その 肝EUの研 究 の&習作と椎葉したのである

が J),その牧瀬がEJlの火烈bll税印法規およびこれに朋

巡ナる/t#T･防成延規梅の群PFLXa]さll,るにけい そ

の茶事に関節しつつ n己の代わる現岩の父?QfJT動に

ついて反'GL一再びこのAI兜lc換肘する摂金に･Ll.生れ

たのである 上ってその肘 熊を竹原 す,J普喉において

この小文L･縛めることと拭みたのであるが,りカニこの

経の,tリ深い研究が牧場な人Iu3[凹榛を企めr=細腰な

yJ災のruI艦を,.iptr地毛glJこ処,gL'得るのでにある

まいかと出繋するのである.

ll 原則研究の31ihについて

11'々ほ過1このJがiMTJIJiとして絶対的に/KaL,jLiら

.穴 :/I/

れろ 拓.Uiljとはこの上)Ixj乱との'Jl父L/殊La分析する

拙児として,そこに政流し71人が淀めざるを7'lないよ

うな1'践批准の松税とならALJ.感のmである こLL等の

研究は兵学にお1てはjtIく上り菟適した 兵学は位鼓

に}け る不安とilT折と伽撚との問題の視稚L=tを絶えず

fTWJ.h'J臥 滋野に処理すべき珊題を火わされている

こと 父に災番yJ止のmRLlL/増えるともAlbIもる,性

の-つは企3T学において先i#した 会計学･lilJZ推ILる

腐誹輸L,知人､5;らナことなく爪もr5)明な手続と形式と

によってだなし.かつその処理は企糞の危険性を亨湘

し'R企tr･伽つ如 くか示1ることを要求される また一

勅の処性q)WlとLLCit7t】くよl)r7:ruTr格言の形で流lriさ

れていろ これ等に見られろように人間関係を含わた

か招きにItL面明な父枚蚊範または指針を終ることか

取luHf光に期待される効J7l.である.節介は以上三石lこ

ついて救えTL'れること柚めて多く.特に近代企式台1什

班別は企兵法動の丑用とIE醗処理とのrrLKiにrBr981む

こと.こq)災率yJ止の雌火iJとそのIILLilJlこおいて相通で
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るものがあることを知ったのである｡

原則の研兜方法は我々の過去の経験,歴史的中三J;の

将盃,綜分,次いでその事象の益礎に横たわるjt･通な

る論理の苑見,例えば斯くあらねはならなかった と

か,将来は斯くなすJ<きであるとかいう万人の等しく

霞め得る自然の鎗理の把握によるのである｡即ち過去

における荊叫の故を駐じて役者の城とするような転換

媒介となるべき共速単純な思想を視維な歴史的事実の

中に探究形成するのである.この方法は雑然たる自然

の事象または共助的事実のうちに規則性を-gSめ,共通

する法則の所在を見出し.これによって道に叫父を解

釈整理するという.いわゆる自然科学的方法に類似す

る｡但しその興るところは,その帆船が,本文の研究

においては人Iuとしての徒力限界の自覚にあり,後者

の科学的方法は見終上完全に人間的係を離脱抽象する

ところにある.

ここに注恋すべきは原則の研究が過去の事実を進噂

とするすることから,それは過去の中英以上 を山で

す,将来起り符べき過去に例のない例発的事故に対し

てはこの研究は無力ではないかという疑念が起ること

である｡もとより我々はかかる制約を免れることは山

来ないが,過去の偶発的事故に対しては,単に事実を

分類統計するに止まらず (事実としてもその其実を把

握し薙い助命が屡々であるが),そこに横たわる永過

の簿理を把握することに着眼すべきでる｡このことは

既に冒頭においてこの方法の困位さを物語るものであ

るが,一両において事実についてその真実を把握する

ことが如何に国史であるかの制限を自覚し,この制限

を東謬すべき具体的な論理をもって満足しなければな

らないのである｡

現代における荊皮の科学技術の発適に伴いこれによ

って人間の披る災事はあるを腔はやむを得ないという

所脱が申実として存するO火燥矧 こよる災曹事故につ

いてもその例外ではない｡これは客観的に科学の人間

生活に対する相克を卒直にixIDめる立切に立つ現代その

ものの伸延である｡然るにこれに対抗して主観的火揮

主義的見地に立つものは,飽くまで人間の自覚おにい

て見られる現代梓学技術の矛盾政行の解消を迫)),人

命は他とかけがえのないものとしてその絶対的沓流を

主破して己まないのである｡即ち先づこの矛盾政行が

是正せられることが実存主点を聯ずるものの悲願でな

けらねばならない｡よってこの軸比する両者の立脚 こ

実践的な道を通ずることがこの研究の課題でなければ

ならない｡

我々の経験によれば災寄TJS故の悲鰍ま政治的,耗済

狗,技帖的,倫理的等々相交錯する矛盾政行した逆境

YoL.23,No.5.1†一2

において,人11dlとしての判断力,注波力等その位力の

限界を超え,所m悪条件がgは るところに発生するも

のと思われる｡その啓恵なると懸念なるとに拘らず,

人為的なると自然的なるとに拘らず,客観の立助よ.)

見れば比企の矛JG政行を認める以上砂故は必然にして

不可避であり,主観の立場より見れば事故は何等かの

人間閃尉 こ係わりその原因を除くことによって本来可

選でなければならない.何れにしても事故が人間権力

に係わるものと解すれば,その能力を先づ正当に評価

することより始めなければならない｡然るに人"Uの能

力を評伍するとすっても,それは人間を磨れて人間以

外の外よ?判定することは不可能であり,飽くまでも

内なる人側としての自己を船底的に見つめ反省する以

外に道はない｡即ち先づ撤庶的に自己反省より始めな

ければならないのである｡ここに央践者としての自己

を反省するということは先づ斯く首うところの準者自

身の能力を反省しなければならないということにな

る｡

筆者はここにJg顔無恥を雁みず碍者の宋任において

生じた昭和29Lfi7月9Elの工場爆発叫故を例として絡

げねばならない｡当日筆者は朝より姉給事務に追われ

ていたO午後2時45分突然燈火玉込工垂から発火し,

忽ちにして炎上したのである｡一人の女子工月は現物

で即死し,他の刀子工貝二人は火傷を負ったまま現物

を通れたが,そのうち一人は病院にて死亡した｡急を

聞いて馳せつけた女子工貝の父に対して,筆者は富来

がなかったが.その父の ｢娘を元のままにして仰して

呉れ｣と官ったla{菜が悲惨な紀恰とともにありありと

耳に残っている｡筆者はそれまでに火鵡矧こよる災脊

申故の体験は無かったa否叩工均の生活において多少

あるにはあったがそれは見開を通ずる他者の事故であ

り,それは飽くまでも傍硯者の立掛 こ立つものであっ

たo筆却ま初めて帝政を自己のものとして佑扱したの

である,深刻なる怖悦と悔恨の念をもって.自己の失

敗をここに倍白恨悔して社会の叱賞を受ける ととも

に,自己の非師の多きを深く謝さねばならない,然し

ながらこの無恥に比容な鴨を敬いて抑えて更に当時の

状況を聯げてみると次のようである｡

(I) 当Flは11枚の発生するまでに他の申掛 こ捉わ

れ現場の作兼を見垣らなかったし ｢従って鮭が何を何

処で｣というような作男のit施状況を自ら津知してい

ない｡

(2) その⊥'_Bでは危険と思われる式込作糞と他の

吊盈製作の作共とを同一工金で行っていた｡これはそ

の年皮の川越点であったが,工畠不足のため己むを得

ず苛者の指令でそのように行っていた｡当時筆者は耗
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故が洩く泣込作瀧について,左様に危険なものとは考

えていなかったO

(3) 蛾牲省の一人 (女7･工n)は不幸にして一粒

の柵神的な不具者であった｡珊抑よそのことを予め知

っていたのl<･あるが,当日その舶所に配置されていた

ことは叫故の後に知ったのである｡迂胴であったと言

うより外はない｡

(4) 姥火には殆ど塩来戯塩剤が用いられてあ1),

紀合剤の安全化が十分でなかった｡

以上は当時の状況において,そのまま凡愚なる準省

の維ノ)の限界を示すものと思われるが,その限界の具

件的な悪点を明かにするため更になし得る限りの分析

反省を試みることとする｡

(1)の助合においてエ切の作男現場を賓住着が見回

るということは災沓防止のため歯なく韮要とせられ,

符に時IiU的別所的に絶えざる変動性をもった煙火工坊

において然りとせられるであろう｡然るに｢方におい

てはこのような蛇火工勘の在り方日掛 こ問題があり,

見出ることにより果して部故を防止山来るか とい う

と,ここに疑念の生ずることを抑えることが出来な

いd否十分な技術的知孜を持ち分せないで複雑な作選

に立入った桁令をするということは却って訳を生ずる

のではないか,{11そこまでに至らなくともそれは除に

作発新の咽K･を免れぬのではないか｡いわんや現助の

作発都ま長年･の勤続省であり,史に彼等は数次の邸故

をも体験しているにおいておやということになる｡特

に初めて新しい作選の監世の出仕に冶いた省にとって

は,自己の弱点の良い建いことを密かに自ら告白せざ

るを得ないであろうb然しながら史に-歩を進めて多

くの災'&の姑巣よ1)判断すると,現hl作菜に熟達した

者が必ずしもTlI故を起さないものとは限らない｡飢抱

の例の勘合もそうであるが,むしろ事故は何十年とい

う経験を功んだ熱適者の協合にも相当起ることを富め

ざるを得ない｡そこで素人の無知なるが故に下し掛る

大局的判断によって却って教えられることが多いこと

もあり終る｡このように考えゆくと,泌考は循環を生

じ,無限に回転して行き瀞く鈷;掛ま得られないことに

気づくであろう｡前例の(2)および(3)の項について

もまた閥様な冷血を生ずるであろう｡

このようなAiJ.考の精宛bJ舷の槻抱を問うならばそれ

は炎に神ならぬ人IMの能力の取掛 こ由来することは疑

いない｡我々の他力の限外を卒正に溜め,これに備え

て分に過ぎたることを自己に故いることを断念し,却

ってl三1己を放下して人聞能力の足らざるを救済すべき

自然の191.法に馳頓する他力行に転ずることにより,平

来よ9絶えず鑑いかぷさる米任の･Bi制による東庄を脱

24

し,ここに揃神の蛙駿と平安とをとり加し,如何なる

錯綜した状況においてもなおかつ心の平安に座し･そ

の時処に応じて郎料こ瓜連の納兜に噂かれ るであ ろ

う｡即ちそれは敢えて好ノJを用いずして人命を至上と

する実存主泡的立毛馴こ自ら絞し1-.1るに至るものと古い

得る｡

先に述べたように,我々の過i;･における光成仏駿の

承諾により災事防止にLBlするb;･:別が生れ出るのである

が,それが我々が無灸件に馳傭し掛る光臨理法の源泉

根拠である剃 こは如何なる楽日を包括することが必要

かつ十分なのであろうか｡過去の研究の承認といって

も稗なる承認のみによってこのことが判明するもので

はない｡否,原RllIま万人の謹める自然の理法の舶払源

泉であるとともに,実は中英を過ずる判断の缶火によ

る直観的創作である｡このような創作は到底評者の力

及ぶところではない｡然しながら碑名は畢者なりに扱

封を掛 ナているうちに,むしろこの手藤pとして企菜

会計原則に鞄をとってこれを非文の例題に適合するよ

う改変を施し補正することが適当であろうことにF}1づ

普,これを試みるに至った｡脇うに.兵学 において

ち,また処世的格言においても水文の問題に関する限

9その多くは会計政則の示すところに軸納し得るよう

に思われる｡

Ⅲ.災百防止に関する原則の展開

今金菜会計脱Juより災賓防止のため適17rpJ他と.払わ

れる原則を樹1ると2㌧炎火他.保呼主流,継絞性,

単一性および明晩性の五W:別である｡史に聞屈を火鵡

効の災審防止に限るとその技術的特性上分断性の政則

を補足しなければならないであろう｡以下逐条におい

てこれ等の原則の本質を究明しそのIL:mについて考癖

展開を試みる｡

3.1 玉突也の原AIJ

PrincipleoLtrueview の釈35である｡ r籍ての災

害防止に朗係ある符合はi誌火によってなされるのでな

ければならない｡｣これがtt実性の原ATJである｡古う

までもなく,公共の事典または監僻の検閲に対して.

または城跡 こおける監督者,作発着に対するの何れた

るを問わず,閲繰当事者の判断処把の正当を期し,災

害を最少限度に止めるために不可欠な原則である｡現

行火薬類取締法にはこのようなJq突性を鮭持するため

に罰則を紋けてV･る｡8)また同比に災脊現状のW.'指に

関する規鮭があるがこれも洪光性のDJ'(AIJに従うものと

考えられる｡l)このように共実性のbJ'-:則は法によって

故制され,ij:･と溶接に閑迎する｡

共実とは如何なるものであろうか,此判の狂人とし

て尋問を受ける助命に枚串と弁故人とのPJ.者のEr糊の

(214) エ発火荘協会比



鋭鋒を受けて迷わざるを得ないのはただ畢者のみでは

あるまい｡殆ど多くの勘合 r何々と思う｣とか r何々

とqtl低する｣とか,その人に閲有な判断,R･兄を述べ

るよりほかはないのである｡そこでここに言うところ

の報告の真実性とは絶対的共架盤ではなく,人m)の判

断をIVl軽とする相対的倫理性をもった洪実態なること

は免れることが出来ない一式来任の政則は人71Uの判断

位力と飴理性とに深く誠礎をおいている｡なお また

r報告がなされる｣ということが法的または倫理的立切

において其来世のLrli抑 こ包排されるものであるから'

これ等の当然の改称を怠ることも真実性の原ILIJに背反

するものとみなさねばならない.

共光性の原則の適用について最も問題となるのはそ

の倫理的性格にある｡社会的に当事者間で利光旧路が

全く無い場合には報告の炎火性は問題とす るに足 り

ず,その壌合に虚偽あLIとすればそれはBiなる遜.法の

駅に過ぎない｡然るに-且制智の相克と打辞の跡 こ身

をおけば,そこに誹災性の保たれることは火は窒兜で

ある｡災事例を見ると r北文より発達した小'dJ.が下的

繋使局において取故中世発し死者2名,借着64は 出

した｣ (昭和13年12月)というようなことがある｡い
この小包に｢危険物｣なる衣示がなかったことは勿論

であろう｡現行法には r火典矧ま他の物と汎包し,又

は火染料でないようにみせかけて,これを所持し,迎

殺し,若しくは托透してはならない｡｣とある｡また叔

正の例をとってみても,昭和30年8月 1日の屈械巾件

(牛後4時30分文京転成描 1丁目に起った家具用煙火

の爆発,火災,死者18名,備考83名)6)などは未だ吾

人の把低に新たなところであるが,これなどはそこで

何部が行われていたかは今日でもなお謎に包まれてい

る｡

共尖軽の原RLJが容易に中られ遭い理由は,恭啓fiir用

などの失墜,薬冴-の妨軌 刑罰の適用など自己を社

会的な破綻に導く作用に対して,飽くまでも凡愚怠惰

にして不足なる自己を防糾しようとする我執により'

その肱には自己本位の肝すべからざる利己心が潜むの

である｡かく首う節者もそのような利己心が本位的に

内在することを督白せざるを得ない.これこそ人ru蜘
々の自称蛙に由来する枇蹄恋であり,原罪にほかなら

ない｡然しながら我々のgl]く火薬類なる危散物と常に

同居し常にこれを友とするものにとって1このような

藩の存在することは公共の安全に対して自ら鮒 i戦悼

することを禁じ得ない｡

このような英文位の原JllJの徴藍の困建さは火井矧 こ

よる災番の防止についてその限界を現実に与えている

ことは極めて韮鄭 井であると音わねばならない｡如何
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にd三を敬化するもhl何に教育に忠を#-.ぐも,このよう

な根源怨を放旺し,単に客概のJl.朋でこれを承諾傍現

するのみではr川題の解決とはなり御ない｡むしろ主観

の立場より自己に内在する根源手酷を卒紅に認め,醜悲

なる自己を放来し悔い改めるとい う倣梅を泡じての

み,初めて救折せられ,符然として新しい自己が閃け

るということは先達の歌えるところであり,繋者もま

たこれを体故するのである｡暗然たる心境 はこれ に

よって-抑せられ明々白々なる共架の大道を歩むの故

事を党えるの帆 ひとり筆者のみではあるまい と.tLl.

う｡他力行として死中に清を,,kめるとはこのことをい

うのであろう｡

3.2 保守主菜の原則

保守主茂とは聴聞にいうところの林抑 こ対する保守

の評ではなく l)octrincofconSCrVatiorLの訳語であ

る｡これを換ti'すれば ｢用心の尻IuJとも言い解るで

あろうO川Jちあの道路の踏切に柑げる ｢止れ｡左右を

見よ｣とある楳Wlが端的にこの忠恕を放散する｡この

ように先づ危険を予測し,これに対抗する手段を論じ

ながらJf7.C･蒔く進むことをいう'

現行法奴における諸種の戎静ま採取t=.敦に関するも

のが抵めて多い｡これは晋うまでもなく保安取締の行

政的牲野上‡'ilらそのようになるのがは然であり.保'R

の本Zjnま保呼虫茂に_あるわけであるU

保守主丑における論理的辞退の特色は,先づ r止れ

!｣というように,当事者の行劫について禁止または

敦制が約粒せられる.次いで r左右を見ながら注..Talレ

つつ進め｣というようにVどうしても迎まねばならな

い場合の救折の冶理が後続して脱㈹される｡更に例え

ば ｢火薬矧ま加.%してはならないJと先づ禁止故刺

し,次いで r乾性作業の如く己むを糾す加熱を要する

ときはその温度を特に淀める助合のほか50cc以下に保

つべし7〉｣とするのがその正当な論理的迫である｡q]

ち禁止敬制を撤床することによって,そこに無限とも

言うべきJT7心を命じ注意を喚起することが自然に可倍

となる｡而してその身体幼まるところを反転してこれ

に改訳の-7･むさしのべるわけである｡このように保守

主丑はこの耗止または強制と救折との雑炊構造によっ

て撒成して防災の効果を発押するのである｡これを逸

書すれば保呼生殺とは我々の窓まにして自由なる行動

に対し絶対灘止.または絶対親制を一旦建立砕成し,

その党樫によって新たに危険に対処し'I.iべき実践手段

を創造するにある｡

.保守主茂の[lI憾点の一つは危険の-T･洞にある｡予測

し御なければ適当な用心をすることが山来ない｡思う

に無知にして仙LLなかったために生じた災磐は甚だ

(245) 25･



'多いであら 9.那;LIlが(,北/-の多くの43台,rLlrJ無

ZlにしてILL奴I.J'LJが日光UJにJYBせrJれるのではない.

fu険は収々の判軒に上-I,てL.7L･l･LH,lLるのであ,3 こ

の判断は.班鵬的QiFRJ的判折と含むとともl二人IlU能力

の自己比打的判軒とも,含まわfflHL,lLl･｡鋳切の比

境をm .ヽlufr蹄鰍ま叫 uTにして公金に通 過 EI1兆 る

かJとい')ことはlJll廿に属し.幼児に対して ｢納切1,

泊地LiLいでiWJ地に'重し1■Iる公会/▲jEと指呼ナる｣

とし )ことはii川 に拭す る｡改正法における火RLEl劉

12庇 妃常夫の許可の晶帯に ｢製逝又は伽光の菜を適確

にiB行するにIEPる技鳩的鹿ノJがあること｣のという

文言が新たに附加せられたのは徒弟の立韻を蒐祝した

妨矧 こよるものと析せられる

tlltT的711JW J判断ir･行うに酢しては.B'fにその作男

伽 がtu裾多岐であって判zAiL/._,宇̀妙 こ下し得ない射合

があ9 T4とはTi'J,の行わんと十,1'lFJJlについ 〔太hJの

分野が広く判断rこれ十,3ことt,あ州 fるであろう し

かしながら原始的にRJ点す,-Jと火男腰によ,-J災鞘を弘

LL_する為には三つの).宅木的なPT･･朋を逆繁とする｡

urJら (】)ィ､Sの発火または丘棚と帆け ること (2)そ
の仁火または伝棚を肌止す,Jこと (3)これ等によ,3過

潜を防止することがこれである.(出 しこの他 十は必

ずしも行政J:における虫垂性の瀬T'(,と一決 して い 11

い●1

rhlLてこの三つのiLE本7=JRは仲川すらことを必左と

せられる Il休約1-1芝とLrl上(l)Q)/こ桝 こは火RZB

に対す,3過雌/r'Lmir*H加熱r}hJ文化的鎚化等'lrは 仲

川Ixと7).,A.W せrJれ.(2)V)た桝 こr上火軒類の分散E#

艇のl唄 が･̂q制せ(,九.(3)のために【土人Iiの利別献

顧･促安物桝 こよけ る火発見の#E襲,従安t,q肺のU,護

が強制せr,LLる｡その探るべき-Frxは即 廷的にはPr様

にmil例雌である ただその8L状に応じて以上の摺皮

を 如 pTにすべきか州 個 として刈る これが1史′･の知

価と托畑山u雌をイ1L,人Hl惟ノ)のriLl･P慨 と瀬がも

のである

人間能力の自己丘'iI的判.Trとlよ 人'日の能))にFまそ

れぞれの恥yFがあ,3｣と'/うりrRL,(りけ ること上り

始まる.伽巧手掛 よこの己を知るのeI父上.)出発しIL

けLLばTLr>小 ･｡ IL"t･0,尖rQ糊において)-一煩の和Uを

はめ攻は及範をhZめ 〔これに従うのu=九 が 為 てあ

るO脚ら̂ rF臓 JJの不完全さを細尾凝析する手段,LHl

らの手でつくるのが如 上称 州 hLである.斯くして

｢無知の大仏｣が r無知の班1(｣にわき典見られるの

であらU例えば火R功について.J淵 の F概 は必ず
小さレ溺肋 トら火Il必見-と及ぼナのがG.且■jで あ

/Jv

(i'JC)

火1..'.1'.の放血にゴJいては.鬼火IiはJd終112のJ文l即こ

て肋 りつけるのがb;･よりである.発火しき方V,火ji511人11

とを加入て取拙 )のが1川 Jであ,3｡新しいか,,Iこ抜放

/1火Aのlk捜しについてu盛装以上とnlbれる祝止の

'R/Tlfl山根方法/=托るのか照久)であろ.現塊に作R･1,

'lPJ当て引こは作.Ti能力の八はなぶ札 なvtのがb;lll■1であ

る_火jmElを771やナるiilTには ド効の小坂の兄屯に対

する処花を托,3のかL,川 Jであ,-JD危険度の花いn二更に

はそれに軌 ELI.:tl'(瓜IL人L,1てることが也川 Jであ

る

保守主点に.''けるl且11臥.JtIの二は淡々の共組成動のう

ち,巧にその5'1間的変動性が･大なるj&缶におLJろ作長

節,Eにある.atfl川的変動性とは例へは -工3Eにつして

言えばul‖uとといこn濃の柵nl,作3UJ比,れぷ^な

とが大きく変動してゆくことである このよう/1作男

につレては一般に1･弧が別JBでありTILi険雌が補いと旨

い柑る.火二品千号にぼ火のfL並にはこの椎のものが多

い.例xぱ剤玉名 '̂･工覗L,巡回して不満な作35を娼正

したとしてもそのTTLはriut)11く別鍵のLl二更が行われ.

別の耶旗が先生すらのである.

このような作点に ついては如何にrF皿うべきであろ

うれ ▲荘名の少ない姓駿J:リ推して.次の二 -̂Aは睡め

て破要と憩われる.茄一には作某現朝について過度立

n空血l,強いてはIxr'Im lことである.邦二には振放

･)火飛脚は徹底的に安全化す,-Jか,己むを御filJLLLざ

肘 旦f段を安全かつ研削 ヒし/.Lけlt.ぱ11ら/Lいことで

ある○これ等は.nぷ-hにとつ ぐ払リUJい;,13は yJIL

L,たとしfETBIを/LじてもIL2,かつ安全を刃ル .人間

としてのJT;完全さ/1枚抗1,-J7･反L,捕-J▲るた め で あ

ら

ft凄災勤に2'Lする作男Btの適正を初ナ--Jためには作

RThtlこ雌iる八Lb '･不日l火であることuaう生でt./1

い 然るにこの感のPllTZULfJ史軸性の人なる作Rにつl～

て11lrl弘にこ0)八雌が日肘 とレう邦腿か/FIJ-石U打

指蛸九 仕掛ktl火の魁iBflでの如きはそのLLlも代女的

/L例である 771mm逝くIiるとこTtでの作ではMFこfL7

綜 して･Jく皮の1㍍ 公たため作男のJ｣左しか叱たで,

その漉71.として･現もrこ無在II作文を軌 ･ることとILP

これがた桝 二大きい災鞘を生じたであろうとuJLJJl,ち

'Ll例力少なく/LL そこでここに参考の/こめ郡か )描

B!した珊7t:i:掲げる.もとよりその⊥iLlのLll揃にJ:つ

て魁並JJ削 ･y8,-Jのでそのままの遺mはXL必な変する

那,タE;LIlがら尺E9-がJ全くないよりも増しなの で あ,Jl

エ翁火AL伯余地



I.割物 l伸1J)

作 業 の 11Tt号【l

倍

達

掛
込

貼
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粥

皮

窮

玉

胡

鼎

玉
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仕
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1
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(

(

(

(

計
(7) 漁 兆 坤 倍

(8) 早 打 牢 倍

蛮 榔火の斜道作業における所要唾人FI

匹l寸:li

2. ポカ玉 l例当り

作業 の種 戟

(1)玉圧 砕 仰

(2)玉 込

(3)玉 貼 仕 上

計

末 の 呼 称

l当寸1-: ≡五寸ヨミl 尺 玉

). 部分晶 (JltI寸31..7;寸玉用)

1例空目)分包 0.0222人 Ti7.や 0.0165

人 ′ト'.I.10.0347人蜂 0.0123 .T.I別 O.0456 1之的 0

.1416妃放 0.0635 '.汀約 0.02

954. 仕掛僚火(1)3吋連発組立 (6m

l紐))台 0.0640人(2)ランス譜 1本

0.00】2枠組 坪当I)

0.04-0.06ランス取附 )

,000本当り 6.47ランス取肘坪当l)(平均50本とみて)0.129

完成枠仕掛L坪についてランス作兼 0.339())遜火線の製逝お

よび統朽つけ1m当り0.OHOランス),0

00ホ当I)速火線所要量 145mランス 1,000本当り速

火線所要人員 ).60人完成枠仕掛 l坪について遠火線作菜 0.0

86人註,剖物｡ポカ玉等中等品とするO作卿 !j

l跡ま1人1日

8時間とする｡枠仕掛の面稜は公称両横とする｡今(I)に示す掛物の呼称寸法を β

(寸)にて示し,その仕上

までの合計所要人貝を 〃(人)にて示すと次の'R験

公式が得られた｡N=0.0

12D三･31火薬類の安全化又は収扱手段の安全mi助

化についてVol.23.No.5.け12

ハ 呼 称･一･ k l~~,･L TH ニー:.｢尺 -~:I;五 寸 ･li

F八 寸 三に 荒:霊 …:人 E

3.I:;;人0.0238は.これまた郁々雑多な

配合薬を取扱う煙火のにおいて特に問題が多いと思われ

る｡上って参考のため煙火用配合剤の危険度による類別基恥の映秦を掲げこの間

周



塩素酸塩剤の多くのもの｡

F 少虎で点火に上り脚 に移1)かつ威力極めて火な

るもの..

FI Tルミニウム入JJ挽 く例えば迎塩素虫カl)ウム

和では 500g程度の開放灘でも点火よl)桜博に移

ることがある｡

G 水温により化学反応を起し発熱するもの｡

Glア)I,ミニウム,歪飴兼等を食む配合剤

G!マグネシウムと過塩素構アンモニウムとを混じ

た紀合剤

7･l相互の接触により化学反応を起し,水和ar･生じ,

または危陵な化合物を生ずるもの｡

tTI週塩素故アンモニウム市は.%色火粟等の税政カ

l)ケム剤との接触

tJ!境発散塩とアンモニウム塩との接触

T 自然分解して発火に重り易いと考えられるもの｡

tl水洗不完全なる-び玉原翰

T!水艶を含んだ金属粉剤

13 或初の色素発癌剤.劾冠市村

J 放牧役に残火を生じ易いもの｡

Il涜非分または木炭分の多い.%色火粟

J!鶏冠石を含む.%色火苅

J3 アルミニウムを含む将明軌 特 に硝酸 カlJウ

ム.巻末罷カ])サムおよび過塩瀬虫カリウムを含

むもの'

J一過塩素酸カリウムとt:'ッチとの配合.%嘘粟

この分頬を迅覧すると畑火用火薬の安全化のた

めには先づ盤索敵盤,硫臥 硫化物を配合成分と

して用いることをつとめて避けなければならない

ことが知られる.

3.3 杜統性の原AIJ

細班箆の原則とは Doctrineofeonsistencyの駅路

である,その意味は実践活軸についてその時間的変化

を共制し,その兼制の原理を通じて人間捷力の故折の

池を娼ずるにある｡保守主義の原RlJが行動の机粒を同

地とし群別の研光を監視するのに対して,継続性の原

則は行助の過程における我々の慈恵の制限を問題とす

るものと言うことが出来る｡即ち一旦事前の研究によ

って定められ.或は従来安全なりと裡められた方法な

り様式なDは:,多少他に不満足なりと認められるとこ

ろがあってもこれを変更することを禁止す るのであ

る｡その為理的栴遊は禁止強制の佃庇汗化の掛 こその

政所枢換をはかること保守立地におけると同様 であ

る ｡

我々が火発効を取扱うに際しては原材料,仕掛品,

製品,輔包という4段の杭の変形過1割こ対して放計,

28

試作.朝遊,貯戒,選乱 消狩という6段の紀の作用

週間が釆ぜられるから大略24耕頬の変形と作用との組

介せ過振によって火灘児が統iiBすることになる｡TmL

てこれJSrの既の変形過矧こ対してはそれぞれの脱輪が

延められ,縦の作m過程については親垣または手摺が

fi:められるo更にこれ等の取扱に従がする人の問題を

考慮すると,熟幼帝と未熟献額などの区別が加乗せら

れ矧 二紙合せは絵姥になるが,それ等が各々相互に寧

故なく流通するためには,各々の取合せにおける我々

の摂動において定められた租々な約瀬や人事が総統的

に雛持せられ,その&.兄として火映活軸の秩序が維持

せられ安定を保つことによるのである｡人の体助に杜

各々制限があり,技術と設備柵 と人7JfとiZ相互に飼

辿性をもつから,一ヶ所の約束や人1･Pを改変すればこ

れが他の不具命を誘起し,所網憩条件を累積し,我々

の思惟繭最を超えたところに.払わぬ災容を発起するに

至ると考えられる｡これが縫紋性の原則を必要と

する所以である｡

然らば新規な央験,製造などは不可健ではないか,

それでは火薬規の取扱応用に関する限り遁辞はあD稗

ないのではないかという疑念が生ずるであろう｡然し

ながら現吠変更焚止の絶対的磁底によって却って現状

打破に対する無限な供露さを自然に敬糾し得るのであ

る｡新しい実験,匁造作某などはこのような禁止の板

底を媒介とする注意力をもってしてのみ焦申故にて行

い御るものと考えられる｡即ちなお具体的に考叡すれ

ば.如何に新規な突放,製造などといっても何等かの

想塊で先人の所産である｡先づこれ苛の歴史的調査を

十分になし,供血蓉由の始発として当事者相互間の約

充が行われ,この約束のもとに新規な突放,製適が連

行されるのである｡即ちこれは保守主掛 こ基づく実験

手段に外ならない｡このようにして技鏑的,経済的,

政治的,或は倫理的に生ずる払暁性の原則の破綻は,

保守_ii苑の実行によって政所せられ,一旦生じた轍

はこれによって再び快復せられて保安のための秩序が

継綻離持せられるに玉る｡

3.4 明敏性の原則

明瞭性のEulJとは D∝trincoEchrityの駅箔であ

って,ここでは火薬類の取故に際して災啓の防止に関

係ある飴てのことがらについて明相性を備えていなく

てほならないという原AlJである｡今火薬転の設肝,製

過.貯私 選滋,弱虫の過程について掛 こ明鵬 を要

求されるものを矧 デると次のようになると思われる｡

L. 牧朴について

(L) 仕様1臥 取敦注意額

(2) 安全袋匿の方法,位死
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(ラ) 封晶の外紫衣紀

(4) 原材料または邦の津別fE･:附与 (例えば敗
料,アルミニウム柄などの綿加)

(5) 製&=.'.と他の仕掛.[仇との蝕別姓の附与 (例え

ば完成授乳 根非捺蹄など)

2. 賀近作乗について

(6) 命令系乱 命令下逮方法,適格方法

(7) 作発基準 (設計岡乱 製作図丙,製造工程

臥 工程熱 熱の庶合約成乱 作来手旧教等)

(8) 停滞鹿,走PI,椴扱心碑等 (停抑奴につい

ては作英者が了解し糾るものでなけらねばな

らない｡)

(9) 原材料の容盤の内容物

()0) 仕掛品の容寡の内容物

(ll) 垂零箆と充填容器との区別

(12) 作業の流れ (特に交叉の起らないように考

慮すること)

(l)) 部分品の員数 (特に数え易いように配列)

(t4) 非常時の処臥 中和の方法,手段

3. 袈迫箆没について

(15) 危険区城の区分

(16) 消火設備の位政,容丑

(17) 家屋蘇号 (命令指示琴に訳解を生じないた

めに必要)

()8) 作井工壷における兼任者の来示

(19) 噂用工具器具を他と区別するための衣示

(20) 使用工具器具の位旺

(2]) 製適された火薬恩の名称,配合年月日,奄

合比,配合貴名の教示又は安全程度の来示

(22) 使用している危険工轟の来示,或は火薬の

有無の教示(エ島外の見易い仕掛 こ額示する)

(23) 間速い易い薬品親の名称の改変統一など

4.貯歳について

(24) 貯蔵区分 (外滋安記)

(25) 貯蔵品の出納 (域辞を含む)

(26) 貯蔑晶の配列区分

(27) 界暁条件の記録

5.迎瀬について

(28) 外装衣妃

(29) 遇やする火菜期の唖軌 致鹿,火萌の式最

(30) 火薬額と他の品物との梱包上の外g値 別

(31) 通行楳故

6.消党について

(32) 従弟沓以外の立入禁止区域の来示 (境界さ

くなど

(33) 従弟者の担当区分等の来示 (腕帝など)

VoL23.No.5.19&2

以上の明野健を有効ならしめるためには.例えば甘

戎札を.V.てるとか細を引くとか,そのような刑帽的な

手段を揺るに止まらず..同時になし糾る限りその糊所
が監視,繋城に'/jf劫TLヒうに施設丑併せられなければ

ならない｡また児丑などの熟炊により甘成札が引抜か

れぬように処定すべきである｡或は転を設けるにして

もその栂は容易に乗り超えることが出来ないようなも

の,または白州 こ通過出来ないようなものでなければ

ならない｡これが明打位の原則の惚底である｡即ち明

瞭性とは岬なる外枕的明相性を備えるだけT･なく東野

的な内容をもたねばならない｡

故にこのE':Euを適If]する釆洩過程の管財 こは力が存

しなければならない｡この力というのは串に法的な亀

耐力を忠味するものではなく,労力引いては軽折力を

も含むものである｡例えば色越せた響戒標津は矧 こ力

なきの象故である｡もとより先述の保守主務の東映過

青到こおいでも,例えば土塊をつくるとか,防爆蚊をつ

くるとか,綻抗力の火抱を要求せられるのであるが,

このカは班i現的,横棒的である｡これに反して明瞭性

に関するもの杜聯在的,消極的であり,所謂取に見え

ない力であって.ともすればその支出を忘却せられる

のである｡更に実質的明町億の徹底ということより首

えば,それは当時薪の億力により了解し御る明聴性で

なけらねばならない｡例えば危険工虫に掲げる火葬ま

たはその庶料の停抑丑について昔えば,停耽監)00kg
と省けば一応形式的には完全な明喋性を備えるが,然

しながら火二品例えF瑞 火d)如く,火薬と他の肘鹿部

分品と混合した多棋な形塵の品物を救う場合に放して

何人が即座にこの停粁丑 100kgを了解し符るであろう

か｡即ちこの助合にこの数字は実質的に不明畔なので

ある｡また例えば作共現助に掲げられた押紳な災啓防

止の牲恋なども.爽際には布目これを淡んや作発する

人は稀であり,古色蒼然たる安全ポスターの如きはそ

の所在さえも忘れられる｡習仮性 は頻発を不明取に

し,実質的切取性の効果を竣殺するに重るのである.

3.5 単一性の原AIJ

火薬頬の製乱 貯蔵,迅私 消資等に関係して,そ

の形式,方放,施設などについて畔地同一性が破水せ

られる｡これがlti一位の原RIJである｡これは槙雑さに

偶応し延い人間の細入他力-の救済に係わるものであ

ち,人間が如何に絹駅を犯し易いかはmi申な視式辞紀

の経故を有するものは誰しも知るところである｡この

ことは裡式挿記の原#.が軽韓な明取性を有するに拘わ

らず.なおかつ鋼鉄を犯すということであり,これは

明政位が蝉なる明相性た止まるべきではなく,叩一位

にまで政併せられなければならないという突験的叫米
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を柁utナる 即ち所m｢†馴 糊 関目 /Lる搾WiがこのZ:T

妹/_rJミく'k故する

例として火yWlの.12)十割iij:こLJF.て(1t tLcTIl/Luf

緒に適MすべきE3介i･JP:Yる..t･.欠Ln如くPl.え■-JLtる.

) 泣けについて

(り 製品の補顎の詫少と部分.冒.の)t沌性の鮭柁

(2) 現株の統一とその放け

()) W.材料のri!介軌荻のJll掛 L.とその推1JI

2 割冶lこついて

(1) 工程の分淵小一化

(～) 作男の弛れのLfL一化

3 穀迅施設について

(6)i.出の輔iZlの小一化

(7) 機縄張肥.エlt器JTyf削1.のLlト 化.共通化

火那加の柵WLの小一化について述J<九は 邸).なる

JTJ遠に応11Lる軌品やtLi臥別二つレではその放Jlがつと

めてIIl鈍同一であること.即ちFr･卜･恨 .m一足合成

分等同-の規格でrin=合わせることが上IIの沖 で あ

る このことは現存工宍媒双についてい･1なl)間屈が

あるようであるが.特にぜ火につt て.lM屈が多い.

即ち火照預は而ムJuであり.叫一也の巧rArJが甫唱の要求

と細江する7UIa.･作むかr'である 柑lこ岬火の稚tiLEこつ

いては変化Br.t/lぷJ目途 Ⅰ･のけ;胤 にEhal汁 ,J OftLIlが

(,輔火の胡介と雌も,-少汚くLf抑 こそのr勺'('/と考y.(

すると,火はさように托茄の多r.I,o)ではILく.多く

はⅦllllx)占礎9L製の軌たせに成るのであるから,これ

に叩一作のBだ舟は 有TrTす,3技縮〝)研究は杓A:必ず成L̂7I=

i/攻め杓るのではIrいかと考えられる,

3 6 分斬性の原則に関する事項

r火21腰は安全な点,安食なは 臥 蛇は安全IL方法

において分節P!粧せ(,),.なければlil'ない.｣こLl.を

茶Bはここで分断能のLTT州と弥十,3こととした｡この

節跡 ま火葬詔と取tM 助命にわけるulfZIlll術的b維 1

である.冨 うまでもILく火苑矧 こよる̀唱法:li.火zP:の

発火,炉瑞,仁火.妨憾.は発.伝は苛による加鼓ま

たは捉鮭的破耕作lTJJニ上ることを坤れとし.火照顎を

小冊に分散研離し.伝火抜出を 〉･め恥 じす,-J捕匹と決

することに上って避謀を∫li少取腔LこyJ上村 ,3の であ

る 上ってこの厚別ほお尖aL寸l熊に適ずるものであ

るが.Li...-3技術的であることと縛れとする

一見して自ylTLこの尉 Uも.そのJi仲IのnL狂とl う

見地よりすれば.実?点上多くの悶舶札を/J鎖する 例

えば剰jBHi軌 こおけるこの好･Luの1,mでは作男讃榊互の

迎柿をyJ'itL.所謂能ifiの低1ir･施し./i村山の轟某

に多くILることの山水ILV･LL'火な土地と絞肌とをと製

とする｡火難Hの災並は諸滋にありとllわれるのt,梨

30 (250)

山のあ,-Jことである

この t-)/EF･;･.ltFJの適榔 二ついてむ力/｣妓輔的仏和を

JテこてLろi.のけ ]b'･Mにお＼てl上火yjVl【(抑 1.に

柁mさLLでI JIti摂J)抑鮭仲川にLklす る Hl1dL･111やrF;

のiLJJJ'LtI)(=)=̂-x乙11-(kti)''であることは揃

知のことである lliL I)は保安のために必要/J.魚小

粒だ.ll'li火灘の付匠汰 '̂は確Zc功仲の租効,火

7湖 の維姐.｣雌などの施設の状況によって変わる常

丑である Irル この公式も火調の平地は*1二mする一

般的11ものであろうから 琵'Eが方向椎やLi朋世とも

ってRわれることをY･忽せられるよ)IL地形では書写尖

多分にj:Sirr)即 Iの余粒ap･存づろのであろシ 持って

#,T.汁 ,Jに稚/J'･Pの人口は将来溢々開削 ヒするですろ

Trあ7,シ これが軸と同輔を奥にうる-1肋'･DW 朗 汗な

特色である 従ってこの姫挺韮畔のAlIさ掛 f72&恥上収

が田にIjける火兼湖に朋する施改選川のltリjJ-に並輩

.なお胃をJiKるものとな,-J.従ってこのよう/i題恥 士

砧尖RtにRR/Lとによって補足され.榊鑑化せr,九な

けLIJfh.[)Iiいものと思わLtる

例として的造作玉の靭合この京RlJの追TiH二つLて考

かrろと.主として次のことが要求される.

(1) 炎.守,においでは火難の群山しないFI始とする

こと.また製.tl山上外部よりの火炎苛にヌル て少なくと

も一･BJIrrJに僻見1'iるJ:-)に防燃謂虻を朴 Ilること,

(2) U_桝.rb',にお,'･てはつとめて火盛の軌 tIL/い･

叫道とすること.

()) E二itに.おける火車究お上びその化群品は必腰

な幼合と除き苛Ziに呪7-し錐光に丘をするか,沌は故

実ll丘をする巧の処正を許ずるか,攻rまなるべく適や

かに別のFl払い二枚pN'すること.

(り 刊遜n7隻の租ZElに応じ工省内に もyJ臥 馳

火.避#鮫Itどを放けて,発火,は鬼の伝fTr.拡大と

防止し鼓'Ltを方･1所に伺現す,S二 よ

(5) 恥 t感度の火潔冠を取手焚うにはつとめて少Rt

とし,かつ例人yJ3をすること.

この原山化jB川するに際して放火のJL宙は火繋孤の

敷浪において兄q･_十･3 即ち火朗切の捗軌 道熊に節

しこ11,にyJ諸施設L,施すことは不LIF能に丘いかr'であ

ら. (水石土r=はむ状態として発火または媒発件を除

去してきiCL科る韻合もあM.iるが )一つの危険工

室上?他の-つの位換工STt'-の遜aZのた桝 こほど)し

ても結放されたJ蛙の外榊と滴らLIFfならなLのが地

帯である またrff粥地を火実効を縞俄したEl勤TItがiB)

劫する切合にもFlr】様な呪fi!となり,人軒の2L!同の巾に

払叫の移動火弊鵬がEll火たことにな,-J｡EL柵13叫 12IJ

I1L】に起った那二jJ7浜国道上のは充TJ機 はこれに通分

)_で火唱ta.1珪



する政も不幸な例である｡ Il〉 このような分断性の原

則の破綻は保守,77_弘 明時性,加味性などの他の緒原

則によって救訳せられるのほかはない｡例えば人口の

胡軒ならざる呼m退路を指定し.その横磯丘を制限す

ることは保守主汝であり,｢火薬｣なる楳加を掲げる

のは明瞭性であり,†馴こ指定された道路を道中するの

は継鏡性によるのである｡

Ⅳ.原A]Jと法との関連l=ついて

以上の災曹防止に関する緒原則は自然の預法または

人間自然の本位に基いて当然そうでなけらねばならな

いと万人が霞め得るところの法則であると考えると,

これ等を法の立場より見るならば自然法的性格をもつ

ものと青い得る｡この忠味において原則は法 に内在

し,かつ法を超越するところの何等かの理念であり,

その作用は実定法を誠噂づけ,或は実定法を批判の対

象とする｡

原則が実定法を韮礎づけるということは法に内在す

べき灸理を放映し,法に欠陥がある助命に法を条理に

よって補充することを意味する｡例えば r危険区城内

には作藁に必要な従粟者または特に必要がある者のほ

かは立入らないことJJl〉 とある法文の其噂は明かに

保守主掛こあることがわかる｡この場合特に必切なる

寮という衣現の仕方は憤味であり,法として明暇噂の

原AIJに博戯するわけである｡法についてのこの租の欠

陥は法が本来称やな頼経さをもった妥協の宛物であ

り.法技術の制約を受けるためやむを得ないこととみ

なされる｡そこで特に必婆なるものとの規定は保守主

漣の原則に従って補充せられるのである｡例えば特に

必頚なるものとは監視乱 立入捜査官,管理者,伝令

などの忠であって,面会人.1R金人,配達人などをい

うのではあるまい｡見学者はどうかというに,特に必

要なるもののうちに入るわけではないが,他と区別す

ることの出来る明呼な肋串などをつけ,あらかじめ見

学_F=の注意をした彼に引中老を附して見学させるが如

きは法に内在するところの保守主義の条理にかなった

実践方法であろう｡

実定法が原則の批判の対照となるということは,例

えば先述 ｢特に必要なる老｣のような文官は明瞭性の

原則に背馳するというが如く,流刑をして法より超越

せしめ,原則の立場より法を観ることを言うのであっ

て.この批判を通じて我々は実定法の在り方について

初めて明秘な未練的好蹄に適し解るのである｡

以上の如く原則は自然法として実定法の基礎根拠と

なり得ることが明かになったが.原則は原則として実

定法は実定法として各々に個有な目的と撒能の存在す

ることを見汚すことは出来ない｡即も原則は本来人間

Y●t.23.No.5.17一2

能力の制限を自覚し,その自覚の相成の上に救折を求

め,これによって防災の目的を過しようとす るもの

であるが,実iiI法は叔掛 こよる敢制取締を遡じて保安

のR的を途成しようとするものである｡姉別の立脚ま

どこまでも自己判断による自称.自由の立擬であるの

に対して実延法は一応個人の判断に係わりなき他机

平等の立切である｡このような作格の差の故に,両非

の事実に対する適用についてはその間に部苓な塵界が

悪められるのである｡

原ALJを申実に適用するに際してはその時処と性格と

に応じ,我々の主観に基づき,迅適かつEl由にその平

段の細部を決定選択して魚苗を尽すことが可能なるこ

と兵学におけると同様である｡然るに法を通用するに

際しては,法は前述の如く必ずしも明野でなく,そこ

に解釈の作用が加わることによらなければ,法の段位

は完全とはならない｡その法の解釈の最終判決は雄が

下すのか｡これは裁判官である.しかも行政における

法の運用は厳格な形式と手枕とを必要とし,処理の迅

速を糊することは困殊であり12),法の適用は実質的に

は迅速かつ自由なる方向と正反対の方向をとり,絶え

ず変化する所動の相と相克する｡

更に法と原則との完全性について雷えば,仰述の如

く法は郁々な妥協の産物であるから,常に木質的な不

完全さを有する｡即ち例えば ｢7Jt故は発生した,しか

し法には違反がなかった｣というような矛盾した安堵

の声を聞くことがあるのはこれが為である｡即ち法の

立軌 こおいては法に規定する規唱に迎反しない限り,

その串故発生の安住を追及することは出来ない｡然る

に原則の適用においては.それは個人の自由制新政丑

によるのであるから,若し事故が発生すれば,辻の不

完全さを補充しなかった安住はどこまでも追及 され

ろ｡

V.括 蛤

災啓は広い意味において我々の入関としての能力の

限界を超えるところに発生することを巾推し.この自

己を反省し.その無能の自覚の取成の鈷兜として頼る

べき自然客切的な理法の存在することを指摘し,これ

を其実位,保守主義,継扶栓,明肝性,耕一性および

火薬類に凹する防災上の授精的犀AIJたる分断椎の六原

則として展開した｡而して比における原則の立切を解

明し,かつこの原則と突定法との部矧 こ対する適m上

の立場の差異について述べた｡即ち原則は実定法を益

礎づけ,その足らざるを灸理をもって補充するととも

に,個人に対する災審辞任の追及は法の作用を超え.

法の及ぶ健わざる無限の簡閲に槻艦する｡

ここに注意すべきは本歯の原則の実既的適用には自
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己反'Gの恨暁を媒介とすることである｡筆者自らこれ

をなさざるの慢心怠惰を深く恐れる｡

現代における砥部裸地の-.つは人ruのための科学技

柵が却って過に人rZuに対立して抑鬼する如き矛盾政行

を超克ナ引こある｡虚其防災の災紺 まこの一面を担当

する｡

雄和 まこの小文を本経の性質上火菜矧 こ関する防災

に限ったが,これの原発が一般防災に応用せられるま

で虻破せられんことをひそかにS.･うものである｡ここ

に防災の問題をqiなる技柄的な問題とするに止 ま ら

ず,科学に当面する人Ⅶの問題として反省し得たのは

故田辺元博士の彫撃による｡蹄んで将士生前の筆者に

対する板柾を謝しこの拙文をその盛抑 こささげる,

寿文は昭和舛年5月10日火発研究会においてその-

部を先攻した｡
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Studies0nPriJICiple80ESdetyPrecatLtiotL8forE叩tO8i▼C9

TakeoShimi之u

ltmustbeacknowledgedthatourーabilities

toforeseeaccidentsLieundersomelimitson

handlingexplosives,especiallyundercompli･
cAtedzLndmiscellaneouscircutTはtanCeS.To

helpthisimperfecthumannature,theauthor

proposedthatweshouldactomfollowingsix

smipleandessentialprinciples:

(1) Principleoftrueview.

(2) DoctrineoEconservation.

(3) DoctrineoLconsistency.

(4) DoctrineoEclarity.

(5) DoctrineoEsimplicity.

(6) Principleofdispersionandseparation.

Thede丘nitions,categOrie;AndApplications

arediscussed.

ニュース
mZlllTlllmmlmrmTn

荘筏最大の固体過料E)ケ･Jト

兼摂印字宙局はこのほどカリフオルニヤ州t,ツデ

ランド光政助で世界長大の虹技 (3m)をもつ固体

燃料pケツトの地上燃焼楽曲に成功した｡

pケツトは3っの接合掛 こ分れる｡ゴムとアルミを

基材とするがリカープチ-ンと呼ばれる燃料約72ト

ンが瀬められ,経瀬丑は90トンである｡

SR故では120秒m松坂,約180トンの推力 を出 し

た｡燃焼中軸 iIノズルの側面に椛体を注入すること

により,噴射続のガ向を変えることに成功した｡こ

の尖軌舵功により米国のJlt7ケット開発計画は大き

く約兆したとみられている｡ (日刊工楽 371-占-Ⅰ)
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100トンの巨大E)ケ･Jト近く拭投計へ

京大生産技帯研究所は濃さ100トンという巨大tz

ケ･Jト〟LD3''を開発する放射をはじめ,近 く訳設

計に入ることになった｡これはカ･Jバー,ラムダー

ねどのT)ケットと組合せ,3-4段t)ケットにすれ

ば,人工柿品を軌道にのせたり.I)に肝油扱新を打

込むことができるという｡その具体化には予昇給隈

のほか技術的な同店 (椎茄のコスト,大型発射台,

市坑知力銅の内苑,制御抱桁の共用化.組立方式な

ど)もあるが,開発に当っては庶学協同し,ブ1)ン

ス自動堪.日本fa免,ロ油,帝火,研和火薬など関

係各社が全市的に協力する｡完成口標は昭和43年で

あるが,央現す1日ま米ソなどにつぎ字肘枕糾 こ加わ

る非力を示すことができる｡ (日刊工姓 37-7-24)
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